
全国公的扶助研究会 扶養照会アンケート調査報告（速報版）

Q1.あなたの職種は次のうちどれですか？

ケースワーカー 61

査察指導員 13

保護担当課⻑ 1

上記以外 5

Q2.扶養照会対象者の範囲を教えてください（複数回答）

生活保持義務関係
（配偶者、未成熟子の親）

79

生活扶助義務関係
（親、成人の子）

79

生活扶助義務関係
（兄弟姉妹）

76

生活扶助義務関係
（祖⽗⺟、孫）

20

相対的扶養義務者
（おじ、おば、甥、姪など）

8

■ 調査対象：現役福祉事務所職員
■ 調査期間：2021年2⽉14⽇から2021年2⽉28⽇
■ 調査方法：インターネット回答
■ 回答数：80件

全国公的扶助研究会 扶養照会アンケート調査結果（速報版）
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している 73

していない 7

Q4.扶養照会を行わない場合はどれですか？(複数回答）

申請者の安全に支障を来す場合
（ＤＶ、虐待）

79

未成年者 69

20年以上音信不通の者 63

照会により、関係が
悪化することが明らかな場合

60

社会福祉施設入所者 59

⻑期入院患者 58

申請者の同意が得られない 49

被保護者 46

70歳以上の高齢者 39

主たる生計維持者でない
非稼働者

18

その他 6

Q3.照会に当たり、扶養義務者との
   相互関係を聞き取りしていますか？
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Q5.金銭的扶養を履行している扶養義務者の数

回答者の担当世帯数合計

金銭的援助ありの
扶養義務者数

Q6.扶養照会において負担はありますか？
１．心理的な負担（複数回答）

扶養照会を拒否する
申請者・利用者への対応

55

照会に対する
扶養義務者からの苦情

51

扶養義務者との
相互関係の聞き取り

31

重点的扶養義務者の
実地調査

30

その他 4

２．事務的な負担（複数回答）

戸籍調査 50

未回答の重点的
扶養義務者への再照会

41

照会結果の管理
（記録、システム入力など）

35

送付作業 35

重点的扶養義務者への
年1回毎の調査

35

文書決裁 22
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Q7.扶養照会についての考えをお聞かせください

①止めた方が良い 15

②対象を生活保持義務関係
（配偶者、未成熟子の親）

27

③現行通りを
維持した方が良い

38

①②の理由（複数回答）

照会の効果があまりない 30

申請者・利用者との信頼関係を
損なう可能性がある

24

CWの事務的な負担が大きい 24

保護申請をためらう
要因になっている

22

CWの心理的な負担が大きい 21

その他 4

③の理由（複数回答）

被保護者に何かあった際の
連絡先把握

34

精神的援助の可能性がある 27

金銭的援助の可能性がある 7

その他 10
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